
令和6年7月1 2日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 ｝ 
• - 9,9 ヤ

令和5年（ワ）第1 1 7号 損害賠償等請求反訴事件

口頭弁論終結日 令和6年4月2 3日
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反 訴 原 告 女性スペースを守る会一 LGBT法案 ．． 

における『性自認』に対し慎重な識論

を求める会一
凸

1011 （以下「原告」という。）

同代表者共同代表

同

同

同訴訟代理人弁護士 滝 本 太 郎

1511
反 訴 被 告 劉 霊 均

（以下「被告」という。）

同訴訟代理人弁護士 神 原 冗

同 宋 恵 燕

2011 同 穂 積 匡 史

同 太 田 伊早 子

同 藤 塚 雄 大
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1 原告の請求をいずれ
＇

も棄却する。

2 訴訟費用は、 原告の負担とする。

事実及び理由
一

ー 横浜地方裁判所



51
 

10: 

161 

201 

25: 

第1 請求

1 被告は、別紙投稿記事目録記載の投稿（以下「本件投稿」という。）を削除せ

よ。

2 被告は、原告に対し、別紙謝罪文目録記載「掲載要領」に従った同目録記載「掲

載内容」 のとおりの謝罪文を送付せよ。

3 被告は、原告に対し、別紙謝罪文目録記載「掲載要領」に従った同目録記載「掲

載内容」のとおり の謝罪文を同目録記載 「掲載条件」に従って掲示せよ。

4 被告は、原告に対し、54万5000円及びこれに対する令和5年1月1 7日

から支払済みまで年3％の割合による金員並びに令和5年1月1 7日から本件

投稿の削除済みまで1日50 0 0円の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

1 本件は、原告が、被告に対し、被告がインタ ー ネット上の短文投稿サイトであ

るツィッター（現在の名称は「XJであるが、以下、名称変更の前後を問わず「ツ

ィッター」という。）に投稿した本件投稿により原告の名誉を毀損したと主張し

て、①民法7 2 3条に基づき、名誉を回復するのに適当な処分として本件投稿の

削除、謝罪文の送付及び掲示を求め、②民法70 9条及び民法71 0条に基づき、

不法行為後の日である令和4年9月30日から反訴提起日の翌日である令和5

年1月1 6日までの1日50 0 0円の割合による慰謝料合計54万5000円

(= 5 0 0 0円Xl09日）及びこれに対する令和5年1月1 7日から支払済み

まで民法所定の年3％の割合による遅延損害金並びに令和5年1月1 7日から

本件投稿の削除済みまで1日50 0 0円の割合による慰謝料の各支払を求める

事案である。

2 前提事実（当事者間に争いがない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨によ

り容易に認められる事実）（証拠の番号は、特に断らない限り、枝番号を含む。以

下同じ。）
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